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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリパックと、
　前記バッテリパックを保持するための保持部と、
　前記バッテリパックの種類を検出する検出部と、
　前記バッテリパックの側面の一部を支えることで、バッテリパックの脱落防止機能を持
つスライドロック部と
を備えた電子機器であって、
　前記バッテリパックには前記保持部に保持されるためのリブが設けられ、
　前記検出部はバッテリパックの装着時に前記リブの一部の有無を検出することでバッテ
リパックの種類を判別することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　電子機器に装着可能なバッテリパックであって、
　前記電子機器には、
　前記バッテリパックを保持するための保持部と、
　前記バッテリパックの種類を検出する検出部と、
　前記バッテリパックの側面の一部を支えることで、バッテリパックの脱落防止機能を持
つスライドロック部と、が備えられ、
　前記バッテリパックには前記保持部に保持されるためのリブが設けられ、
　前記検出部はバッテリパックの装着時に前記リブの一部の有無を検出することでバッテ
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リパックの種類を判別することを特徴とするバッテリパック。
【請求項３】
　請求項１に記載のバッテリパックの種類とはバッテリパックの電気容量の違いによる種
類であることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　請求項２に記載のバッテリパックの種類とはバッテリパックの電気容量の違いによる種
類であることを特徴とする請求項２に記載のバッテリパック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子機器のＤＣ電源として使用して好適なバッテリパック及びバッテリパック
を装着可能な電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年撮像装置などの電子機器の小型化が進み、電子機器に表示を義務づけられている安
全規格や製造元、製品識別のバーコードなど様々な表示の配置場所が少なくなってきてい
る。それに伴いバッテリパックを装着する電子機器の装着部表面にそれら表示を配置する
ことが多くなった。今後、より撮像装置の小型化が進んだ場合そのような表示の配置場所
として電子機器の装着部表面は必須であると共に、電子機器の装着部表面を効率的に利用
し、少しでも広い領域に表示をする必要性がでてくるのは間違いない。
【０００３】
　また適合しないバッテリパックを電子機器に取り付けることによる事故防止のためやバ
ッテリパックの容量を判断するために、バッテリパックを装着する電子機器にはバッテリ
パックの種類を判別する検出手段を電子機器の装着部表面に配置するものも多く見られる
。まずここでは従来のバッテリパック及び、バッテリパックを装着する電子機器について
説明する。
【０００４】
　従来のバッテリパックには、バッテリパックの底面（電子機器との装着面）とその側面
との角部に電子機器と係合するリブが設けられているものがある。そしてこのバッテリパ
ックが接続される充電器又は電子機器の接続部に形成した係合部と係合するため、バッテ
リパックの中央線上に当該バッテリパックの種類を検出するための凹形状が設けられる。
リブはバッテリパックの対向する前記角部の一つの辺に２箇所に夫々設けられ、凹形状は
２箇所のリブの間でバッテリパックの中央線上の位置に設けられる。またバッテリパック
を装着する電子機器の装着部表面の略中央部にも前記凹形状に対応する検出部がある。（
例えば、特許文献１参照。）
【特許文献１】特開２０００－８２５０１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来例ではバッテリパックの種類の判別をバッテリパックの凹形状と電子機器の装
着部表面の凸形状の検出部との係合で行っていた。そのため、適合しないバッテリパック
を電子機器に装着しようとした場合に浮き上がってバッテリパックの傾きが大きくなり、
適合しないバッテリパックだと見た目で分かり易い。こういう理由からバッテリパックを
装着する電子機器の装着部表面の中央部にバッテリパックの形状に対応する検出部を配置
している。しかしながら上記従来例の場合、安全規格や製造元、製品識別のバーコードな
ど様々な表示をバッテリパックを装着する電子機器の装着部表面の領域を有効に使い大き
く表示することが困難であった。また電子機器の装着部表面の中央部に検出部を配置する
と必然的にバッテリパックを保持する保持部と検出部との距離が離れてしまうため、検出
方向で保持部と検出部の間にばらつきが出易くなってしまった。そのため検出部で確実に
検出するには前記ばらつきを考慮した設計にする必要があった。
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【０００６】
　本発明は斯かる点に鑑み、バッテリパックの種類を確実に判別すると共にバッテリパッ
クを装着する電子機器の装着部表面の領域に安全規格や製造元、製品識別のバーコードな
ど様々な表示を大きく表示できる電子機器及び電子機器に装着可能なバッテリパックを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の電子機器は、バッテリパックと、前記バッテリパックを保持するための保持部
と、前記バッテリパックの種類を検出する検出部と、前記バッテリパックの側面の一部を
支えることで、バッテリパックの脱落防止機能を持つスライドロック部とを備えた電子機
器であって、前記バッテリパックには前記保持部に保持されるためのリブが設けられ、前
記検出部はバッテリパックの装着時に前記リブの一部の有無を検出することでバッテリパ
ックの種類を判別することを特徴としている。
【０００８】
　また、本発明のバッテリパックは電子機器に装着可能なバッテリパックであって、前記
電子機器には、前記バッテリパックを保持するための保持部と、前記バッテリパックの種
類を検出する検出部と、前記バッテリパックの側面の一部を支えることで、バッテリパッ
クの脱落防止機能を持つスライドロック部と、が備えられ、前記バッテリパックには前記
保持部に保持されるためのリブが設けられ、前記検出部はバッテリパックの装着時に前記
リブの一部の有無を検出することでバッテリパックの種類を判別することを特徴とする。
　また、本発明の電子機器およびバッテリパックにおいて上記記載のバッテリパックの種
類とはバッテリパックの電気容量の違いによる種類であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように、本発明によれば、バッテリパックの種類を簡単に確実に判別する
と共にバッテリパックを装着する電子機器の装着部表面の領域に安全規格や製造元、製品
識別のバーコードなど様々な表示を大きく表示できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態に関して説明する。
【実施例１】
【００１１】
　以下、本発明のバッテリパック及びバッテリパックを装着可能な電子機器について実施
例に示した図１～図７を用いて説明する。
【００１２】
　図１は本実施例におけるバッテリパック２００を装着した電子機器１００である。ここ
では撮像装置を例にとって説明する。バッテリパック２００は電子機器１００の後方（レ
ンズ側を前方とすると背面側）に装着され、電源として電子機器１００に電気を供給する
。
【００１３】
　図２は本実施例におけるバッテリパックを装着する電子機器１００後方から見た図であ
る。電子機器１００はバッテリパックを保持するための保持部１０２とバッテリパックの
脱落防止のスライドロック部１０４、バッテリパックの電気容量を検出する検出部１０３
を持つ。更にバッテリパックから電気および情報を電子機器１００に送る接片部１０６、
バッテリパック装着部表面１０５に貼られている安全規格や製造元、製品識別のバーコー
ドなど様々な表示をする表示部１０１とで構成されている。
【００１４】
　図３は本実施例におけるバッテリパック２００ａ，２００ｂである。バッテリパック２
００ａは大容量バッテリパック、２００ｂは通常容量のバッテリパックとなっており、そ
れぞれ円柱形状のバッテリセルを大容量バッテリパック２００ａは４本、通常容量のバッ
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テリパック２００ｂは２本内包している。バッテリパック２００ａ，２００ｂはそれぞれ
電子機器１００についている接片部１０６に対応する接片部２０１ａ，２０１ｂと、装着
される電子機器１００の保持部１０２と係合するバッテリパック２００ａ，２００ｂの底
面と側面との角部に設けられリブ２０２ａ，２０２ｂとで構成される。大容量バッテリパ
ック２００ａは装着される電子機器１００の保持部１０２と係合し、なお且つ電子機器１
００についているバッテリ容量の検出部１０３を押さない長さのリブ２０３ａを持つ。ま
た通常容量バッテリパック２００ｂは装着される電子機器１００の保持部１０２と係合し
、なお且つ電子機器１００についているバッテリ容量の検出部１０３を押す長さのリブ２
０３ｂを持つ構成となっている。詳しくは図５、図７で説明する。ちなみにバッテリパッ
ク２００ａ，２００ｂの底面とはバッテリパック装着時にバッテリパック装着部表面１０
５に対面する面である。バッテリパック２００ａ，２００ｂの側面とはバッテリパック２
００ａ，２００ｂの底面と直交するバッテリパック２００ａ，２００ｂの面である。
【００１５】
　図４は本実施例における大容量バッテリパック２００ａを電子機器１００に装着した様
子を後方から見た図である。バッテリパック２００ａを装着する場合は、電子機器１００
の保持部１０２にバッテリパック２００ａのリブ２０２ａ、２０３ａが係合するようにス
ライドさせる。すると電子機器１００の接片部１０６はバネ性を持つため、バッテリパッ
ク２００ａの接片部２０１ａと一定の接圧で接触し導通する。このときバッテリパックの
脱落防止のスライドロック部１０４はバッテリパック２００ａの側面の一部を支えること
でバッテリパック２００ａの脱落を防いでいる。また図４のＡ＿Ａラインは図５に示す断
面を取ったラインである。
【００１６】
　図５は本実施例における大容量バッテリパック２００ａの電子機器１００に装着された
様子の断面図である。ここでは分かり易いようにバッテリパックの装着部付近のみ示す。
電子機器１００に取付けられている検出部１０３はバネ３００によってバッテリパック装
着部表面に対して垂直方向に付勢されており、その方向にスライド可能である。検出部１
０３が押されると基板３０２に実装されているスイッチ３０１を押しバッテリ容量を検知
する構造となっている。基板３０２はビス３０３によって固定されている。
【００１７】
　大容量バッテリパック２００ａの場合、リブ２０３ａは検出部１０３を押さず、保持部
１０２と係合するだけの機能となっている。これにより電子機器１００は現在装着されて
いるバッテリパックが大容量バッテリパック２００ａだと判断し適正な充電時間で充電を
行う。
【００１８】
　図６は本実施例における通常容量バッテリパック２００ｂを電子機器１００に装着した
様子を後方から見た図である。バッテリパック２００ｂを装着する場合はバッテリパック
２００ａを装着する場合と同じなのでここでは説明を省略する。図６のＢ＿Ｂラインは図
７に示す断面を取ったラインである。
【００１９】
　図７は本実施例における通常容量バッテリパック２００ｂの電子機器１００に装着され
た様子の断面図である。ここでは分かり易いようにバッテリパックの装着部付近のみ示す
。電子機器１００側の機構は図５と同じなのでここでは説明を省略する。図５との違いは
通常容量のバッテリパック２００ｂはリブ２０３ｂが大容量バッテリパック２００ａのリ
ブ２０３ａに比べ長いため、その長い分のリブで検出部１０３を押している点である。
【００２０】
　通常容量バッテリパック２００ｂの場合、リブ２０３ｂは検出部１０３を押し、保持部
１０２と係合する二つの機能を持つ。検出部１０３がリブ２０３ｂの一部の有無を判別す
ることにより電子機器１００は現在装着されているバッテリパックが通常容量バッテリパ
ック２００ｂだと判断し適正な充電時間で充電を行う。
【００２１】
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　この様な構成をとることで安全規格や製造元、製品識別のバーコードなど様々な表示を
バッテリパックを装着する電子機器の装着部表面の領域を有効に使い大きく表示すること
が可能になる。かつバッテリパックの保持部と検出部の距離がなくなるため、検出方向で
バッテリパックの保持部と検出部の間のばらつきを考慮する必要がなくなり、バッテリパ
ックの種類を簡単に確実に検出することが可能になる。
【実施例２】
【００２２】
　以下、本発明のバッテリパック及びバッテリパックを装着する電子機器について実施例
に示した図８を用いて説明する。
【００２３】
　図８は本実施例におけるバッテリパックを装着する電子機器１００である。基本構成は
実施例１に記載の図２と同じである。違いは検出部が実施例１では１つであったのに対し
て本実施例では２つ搭載することを特徴とする。これにより実施例１では大容量バッテリ
パックと通常容量バッテリパックの２通りしか判別できなかったものが、最大４通りのバ
ッテリパックの判別が可能となる。本実施例では従来の検出部１０３、新たな検出部４０
０とする。それ以外は実施例１と同じであるためここでは説明を省略する。表１にバッテ
リパックの容量による判別を検出部１０３，４００のＯＮ，ＯＦＦによって行ったものを
示した。本実施例では検出部を２つ用いたが、当然それ以上の検出部を設け、より多くの
種類のバッテリパックを判別することも可能である。
【００２４】
【表１】

【００２５】
　この様な構成をとることで安全規格や製造元、製品識別のバーコードなど様々な表示を
バッテリパックを装着する電子機器の装着部表面の領域を有効に使い大きく表示すること
が可能になる。かつバッテリパックの保持部と検出部の距離がなくなるため、検出方向で
バッテリパックの保持部と検出部の間のばらつきを考慮する必要がなくなり、バッテリパ
ックの種類を簡単に確実に検出することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施例１に係るバッテリパックを装着した電子機器を説明する図である
。
【図２】本発明の実施例１に係るバッテリパックを装着する電子機器を説明する図である
。
【図３】本発明の実施例１に係るバッテリパックを説明する図である。
【図４】本発明の実施例１に係るバッテリパックを装着する電子機器に大容量バッテリパ
ックが装着された様子を説明する図である。
【図５】本発明の実施例１に係るバッテリパックを装着する電子機器に大容量バッテリパ
ックが装着された様子を説明する図４の断面図の一部である。
【図６】本発明の実施例１に係るバッテリパックを装着する電子機器に通常容量バッテリ
パックが装着された様子を説明する図である。
【図７】本発明の実施例１に係るバッテリパックを装着する電子機器に通常容量バッテリ
パックが装着された様子を説明する図６の断面図の一部である。
【図８】本発明の実施例２に係るバッテリパックを装着する電子機器を説明する図である
。
【符号の説明】
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【００２７】
　１００　電子機器
　１０１　表示部
　１０２　保持部
　１０３　検出部
　１０４　スライドロック部
　１０５　バッテリパック装着部表面
　１０６　接片部（電子機器側）
　２００ａ，２００ｂ　バッテリパック
　２０１ａ，２０１ｂ　接片部（バッテリパック側）
　２０２ａ，２０３ａ，２０２ｂ，２０３ｂ　リブ
　３００　バネ
　３０１　スイッチ
　３０２　基板
　３０３　ビス
　４００　検出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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